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自
衛
隊
へ
の
情
報
提
供
に
つ
い
て

問　
令
和
５
年
度
、
自
衛
官
募
集
に

該
当
す
る
年
齢
の
人
数
は
。

答  （
住
民
課
長
）
18
歳
は
99
人
、
22

歳
は
1
1
0
人
。

問　
除
外
申
請
の
周
知
と
申
請
方
法

は
。

答  （
住
民
課
長
）
除
外
申
請
の
制
度

は
設
け
て
い
な
い
。

問　
現
在
、
情
報
提
供
は
ど
の
よ
う

に
行
っ
て
い
る
の
か
。

答  （
住
民
課
長
）
住
民
基
本
台
帳
の

一
部（
写
し
）の
閲
覧
に
よ
る
。

問　
防
衛
省
か
ら
紙
や
電
子
媒
体

で
の
、
自
衛
官
募
集
対
象
者
名
簿
提

供
要
求
に
対
し
て
の
町
長
の
見
解
は
。

答  （
町
長
）
従
来
ど
お
り
の
情
報

提
供
を
し
て
い
る
。適
切
な
対
応
と

認
識
し
て
い
る
。

 

社
会
的
弱
者
対
策
に
つ
い
て

問　
地
域
公
共
交
通
会
議
の
審
議

状
況
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
本
年
度

は
書
面
会
議
と
対
面
会
議
を
１
回

ず
つ
行
い
、書
面
会
議
で
は
令
和
５

年
度
地
域
公
共
交
通
会
議
の
予
算
、

対
面
会
議
で
は
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

の
設
問
内
容
に
つ
い
て
審
議
。

問　
社
会
的
弱
者
に
対
し
て
、タ
ク

シ
ー
乗
車
券
の
助
成
を
。

答  （
町
長
）　
６
月
議
会
の
答
弁

と
同
じ
考
え
で
、
地
域
公
共
交
通

会
議
の
中
で
議
論
さ
れ
る
も
の
と

認
識
し
て
い
る
。

問　
桂
川
駅
前
に
A
T
M
の
設
置

を
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
A
T
M

設
置
の
協
議
は
可
能
だ
が
、
町
の

負
担
が
発
生
す
る
こ
と
は
避
け
ら

れ
ず
、特
定
の
銀
行
の
A
T
M
設
置

費
用
を
町
の
財
政
か
ら
支
出
す
る

こ
と
は
現
状
で
は
難
し
い
。

 

大
将
陣
横
の
産
廃
処
理
施
設 

 

建
設
予
定
に
つ
い
て

問　
施
設
の
種
類
は
何
種
類
か
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）
計
画
届
に

よ
る
と
、乾
溜
ガ
ス
化
燃
焼
方
式
焼

却
炉
の
１
種
類
と
な
っ
て
い
る
。

問　
そ
れ
ぞ
れ
の
１
日
当
た
り
専

焼
能
力
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）
資
料
に
よ

る
と
１
日
当
た
り
汚
泥
20
ト
ン
・

廃
油
22
ト
ン
・
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

42
ト
ン
と
あ
る
。

問　
現
在
行
わ
れ
て
い
る
環
境
調

査
と
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
本
年
２

月
に
冬
季
の
大
気
質
調
査
、
５
月

に
騒
音
・
振
動
・
交
通
量
調
査
を

実
施
、
７
月
末
に
夏
季
の
大
気
質

調
査
及
び
悪
臭
の
調
査
が
実
施
さ

れ
た
。

 

教
育
環
境
の
改
善
・
充
実
に
つ
い
て

問　
各
学
校
体
育
館
に
エ
ア
コ
ン

の
設
置
を
。

答  （
学
校
教
育
課
長
）　
夏
場
の

学
校
体
育
館
に
お
け
る
活
動
に
お

い
て
は
、
熱
中
症
対
策
を
行
い
な
が

ら
授
業
を
実
施
し
て
い
る
た
め
、今

の
と
こ
ろ
、
体
育
館
に
ま
で
エ
ア
コ

ン
を
設
置
す
る
状
況
に
は
な
い
。

問　
中
学
校
給
食
時
間
の
改
善
を
。

答  （
学
校
教
育
課
長
）　
各
学
校

に
お
い
て
実
態
に
応
じ
た
時
間
設

定
を
行
う
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

 

大
将
陣
横
の
産
業
廃
棄
物
施
設 

 

の
建
設
計
画 

に
つ
い
て

問　
敷
地
内
の
水
路
変
更
申
請
が

あ
っ
た
場
合
、今
後
の
対
応
は
。

答  （
町
長
）申
請
が
出
て
く
れ
ば
慎

重
に
対
応
し
て
い
く
。

問　
町
民
は
、施
設
の
規
模
や
処
理

す
る
種
類
に
よ
る
環
境
被
害
等
を

不
安
に
思
っ
て
い
る
。

　
業
者
に
対
し
て
住
民
説
明
会
の

働
き
か
け
は
。

答  （
町
長
）
大
き
な
問
題
で
あ
る

の
で
、今
後
働
き
か
け
を
し
て
い
く
。

 

指
定
管
理
者
に
つ
い
て

問　
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
メ
リ
ッ
ト

は
、民
間
事
業
者
等
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を

活
用
す
る
こ
と
に
よ
る
住
民
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
や
、競
争
原
理
に
基
づ

く
自
治
体
の
経
費
節
減
効
果
。

　
デ
メ
リ
ッ
ト
は
、自
治
体
の
施
設

運
営
意
識
の
希
薄
化
や
、
経
費
節

減
の
過
剰
な
追
及
に
よ
る
住
民

サ
ー
ビ
ス
の
低
下
、管
理
者
交
代
に

伴
う
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
変
化
等
。

問　
県
内
の
状
況
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
本
町
と

他
２
自
治
体
が
未
実
施
。

　
飯
塚
市
は
約
30
施
設
・
嘉
麻
市

は
約
20
施
設
で
導
入
。

 

住
民
票
等
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付  

 

に
つ
い
て

問　
飯
塚
市
と
嘉
麻
市
の
状
況
は
。

答  （
住
民
課
長
）　
飯
塚
市
は
平

成
28
年
度
・
嘉
麻
市
は
令
和
５
年

１
月
よ
り
実
施
し
、
住
民
票
・
印

鑑
・
戸
籍
等
の
証
明
書
を
発
行
。

問　
本
町
の
今
後
の
取
り
組
み
は
。

答  （
町
長
）　
検
討
す
る
。

 

桂
川
町
誌
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

問　
今
後
の
作
成
計
画
及
び
完
成

年
度
は
。

答  （
町
長
）　
決
定
し
た
事
項
は

何
も
な
い
。

 

駅
舎
等
に
つ
い
て

問　
３
月
議
会
の
行
政
報
告
の
中

で
、Ｊ
Ｒ
の
社
内
規
定
に
お
い
て
、待

合
室
の
設
置
を
す
る
に
は
駅
ホ
ー

ム
幅
が
足
り
な
い
と
の
こ
と
だ
っ
た

が
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
現
在
の

ホ
ー
ム
幅
は
4.8
ⅿ
。ホ
ー
ム
の
中
に

施
設
を
設
置
す
る
に
は
、両
側
の
通

路
幅
を
片
側
1.5
ⅿ
確
保
す
る
必
要

が
あ
る
と
の
社
内
規
定
が
あ
る
た

め
、
待
合
室
等
の
施
設
幅
を
1.8
m
以

内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
以
前
の

待
合
室
の
幅
が
2.3
ｍ
な
の
で
、
こ
れ

よ
り
も
0.5
m
狭
い
待
合
室
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、設
置
が
難
し
い
。

問　
３
月
議
会
の
町
長
の
回
答
で
は
、

来
年
の
3
月
ま
で
に
は
観
光
案
内
図

等
の
取
り
組
み
を
す
る
と
の
こ
と

だ
っ
た
が
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
サ
イ
ン
計

画
と
し
て
桂
川
駅
周
辺
を
は
じ
め
桂

川
町
全
体
を
視
野
に
検
討
し
て
い
る

が
、３
月
末
ま
で
に
は
、わ
か
り
や
す

い
サ
イ
ン
看
板
設
置
の
検
討
を
進
め

て
い
く
。

※
文
字
数
制
限
の
た
め
「
防
災
対
策

等
」「
桂
川
町
地
域
公
共
交
通
会
議
」

に
つ
い
て
は
未
掲
載

 
汚
水
処
理
事
業
に
つ
い
て

問　
桂
川
町
の
汚
水
処
理
の
現
状
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
汚
水
処

理
に
関
し
て
は
、
汲
み
取
り
・
合
併

処
理
浄
化
槽
等
に
て
実
施
し
て
い
る
。

　
水
洗
化
の
普
及
率
は
令
和
３
年

度
で
、47
％
と
な
っ
て
い
る
。

問　
普
及
率
が
50
％
以
下
な
の
で
、

遠
賀
川
上
流
域
の
自
治
体
と
し
て

は
も
っ
と
合
併
処
理
浄
化
槽
を
推

進
す
る
べ
き
で
は
。

答  （
町
長
）　
本
町
の
普
及
率
は

低
い
状
況
に
あ
る
。更
な
る
推
進
の

た
め
に
本
町
独
自
の
施
策
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
。

問　
産
業
振
興
課
で
行
わ
れ
て
い

る
住
宅
改
修
事
業
補
助
金
と
合
併

処
理
浄
化
槽
補
助
金
の
併
用
は
で

き
る
の
か
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
産
業
振

興
課
の
住
宅
改
修
補
助
金
要
綱
第

２
条
で
は
、合
併
処
理
浄
化
槽
の
改

修
・
設
置
に
関
す
る
も
の
は
補
助

事
業
の
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
。

要
望　
生
活
環
境
保
全
及
び
公
衆

衛
生
の
向
上
を
図
る
た
め
に
、老
朽

化
し
た
浄
化
槽
な
ど
の
更
新
や
修

繕
に
対
し
て
補
助
金
制
度
の
創
設

を
要
望
す
る
。

 

空
き
家
対
策
に
つ
い
て

問　
長
年
放
置
さ
れ
、荒
れ
果
て
て
、

ま
っ
た
く
管
理
が
出
来
て
い
な
い
空

き
家
や
、
所
有
者
す
ら
わ
か
ら
な
い

空
き
家
が
あ
る
。

　
隣
近
所
か
ら
苦
情
が
あ
っ
た
場
合
、

ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
て
い
る
の
か
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
固
定
資
産

情
報
等
で
所
有
者
及
び
管
理
者
を

確
認
し
、
文
書
通
知
や
電
話
連
絡

等
で
問
い
合
わ
せ
を
行
い
、
隣
接
者

に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
指
導
等

を
行
っ
て
い
る
。

問　
指
導
し
て
も
強
制
力
は
な
い
た
め
、

な
か
な
か
状
況
が
改
善
し
な
い
。

　
空
き
家
条
例
を
つ
く
り
、
適
切
な
管

理
を
す
る
べ
き
で
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
空
き
家
対

策
に
つ
い
て
は
、
空
き
家
対
策
特
別

措
置
法
に
よ
り
市
町
村
に
は
立
ち

入
り
調
査
・
指
導
・
勧
告
・
命
令

す
る
権
限
等
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
今
年
度
、
空
家
実
態
調
査
を
行

な
っ
て
お
り
、
周
辺
に
迷
惑
を
か
け

る
可
能
性
が
非
常
に
高
い「
特
定
空

家
」な
ど
、
老
朽
化
の
程
度
を
１
件

ず
つ
確
認
し
て
い
る
。

　
法
令
に
基
づ
い
た
空
き
家
の
適

正
管
理
を
指
導
で
き
る
よ
う
進
め

て
い
く
。

 

大
将
陣
公
園
横
に
計
画
さ
れ
て
る

 

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
つ
い
て

問　
近
隣
市
で
は
、ど
の
よ
う
な
産

廃
問
題
が
あ
っ
た
の
か
。

答  （
町
長
）　
飯
塚
市
の
内
住
地

区
で
、
産
業
廃
棄
物
が
埋
め
立
て

ら
れ
汚
水
が
流
れ
出
し
、
流
域
の

健
康
被
害
に
つ
な
が
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
懸
念
か
ら
、
県
も
一
緒

に
な
っ
て
廃
棄
物
を
取
り
除
い
た
。

　
嘉
麻
市
で
は
、
ご
み
を
規
定
以

上
に
積
み
重
ね
、そ
こ
に
火
が
入
り
、

消
し
止
め
る
ま
で
に
時
間
が
か

か
っ
た
。汚
水
が
近
隣
の
川
に
流
れ

出
し
、
流
域
全
体
の
健
康
被
害
が

心
配
さ
れ
た
。

　
「
対
岸
の
火
事
」
で
は
な
く
、
こ

の
よ
う
な
事
案
に
学
び
な
が
ら
取

り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

問　
飯
塚
市
の
６
月
議
会
で
、片
峯

市
長
は
次
の
よ
う
に
回
答
さ
れ
た
。

「
当
該
地
は
、
桂
川
町
に
と
っ
て
ス

ポ
ー
ツ
施
設
に
隣
接
し
て
い
る
所
。

本
市
に
と
っ
て
も
公
園
の
す
ぐ
そ
ば

で
あ
り
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場
を

計
画
し
て
い
る
所
。

　
そ
う
い
う
場
所
な
の
で
、
民
間
の

す
る
こ
と
と
は
言
え
、
非
常
に
ゆ
ゆ

し
い
も
の
だ
」。

　
片
峯
市
長
は
産
廃
施
設
が
で
き

る
こ
と
を「
非
常
に
ゆ
ゆ
し
い
」と
言

わ
れ
て
い
る
。井
上
町
長
の
考
え
は
。

答  （
町
長
）　
片
峯
市
長
と
同
じ
。

問　
産
廃
施
設
の
予
定
地
は
、
桂
川

町
・
飯
塚
市
に
と
っ
て
、
健
康
づ
く

り
の
拠
点
で
あ
り
、
文
化
的
活
動
の

拠
点
。そ
こ
を
大
型
車
が
通
り
、
産

廃
処
理
が
行
わ
れ
る
。

　
片
峯
市
長
は
、

「
当
該
地
は
桂
川
町
。し
か
し
、
隣
接

地
で
あ
る
本
市
も
、
意
見
を
述
べ
る

責
任
と
権
利
が
あ
る
。桂
川
町
と
情

報
共
有
を
図
り
、
特
に
計
画
立
て
の

段
階
で
後
手
に
回
ら
な
い
よ
う
に
今

後
し
っ
か
り
と
対
応
し
た
い
」

と
言
わ
れ
た
。

　
現
在
、
情
報
共
有
を
行
っ
て
い
る

の
か
。

答  （
保
健
環
境
課
長
）　
行
っ
て
い

る
し
、今
後
も
行
っ
て
い
く
。

問　
片
峯
市
長
は
「
計
画
立
て
の
段

階
で
後
手
に
回
ら
な
い
よ
う
に
対
応

し
た
い
」と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
町
長

の
考
え
は
。

答  （
町
長
）　
同
じ
考
え
。私
た
ち

が
知
ら
な
い
う
ち
に
、
計
画
だ
け
が

先
行
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え

る
と
警
戒
し
て
い
る
。

意
見　
議
会
・
行
政
・
町
民
が
一

緒
に
知
恵
を
出
し
、情
報
交
換
し
て

取
り
組
ん
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。一
緒
に
や
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

※
文
字
数
制
限
の
た
め
他
は
未
掲
載

一
般
会
計
・
特
別
会
計
決
算
審
査
結
果
報
告

　

令
和
４
年
度
桂
川
町
一
般
会
計
及
び
各
特
別
会
計
決
算
認
定
に
つ
い
て
、
９
月
５
日
・
７
日
・
８
日

の
３
日
間
審
査
し
た
結
果
、
次
の
通
り
意
見
を
付
し
て
認
定
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

審
査
意
見
《
財
政
状
況
に
つ
い
て
》

　

令
和
４
年
度
の
普
通
会
計
の
実
質
収
支
は
、
２
億
９
千
万
円
の
黒

字
で
す
。
ま
た
、
当
該
年
度
中
の
基
金
の
積
み
立
て
や
取
り
崩
し
な

ど
の
要
因
を
考
慮
し
た
実
質
単
年
度
収
支
に
つ
い
て
も
、
１
億
９
千

万
円
の
黒
字
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
実
質
単
年
度
収
支
の
黒
字
が

続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
財
政
運
営
は
全
体
と
し
て
安
定
し
て
い
る

と
思
わ
れ
ま
す
。

《
一
般
会
計
決
算
に
つ
い
て
》

１
、
歳
入　

　
　

町
税
等
の
収
納
に
つ
い
て
は
、
税
務
課
収
納
対
策
室
を
中
心
に

　
　

一
体
的
な
収
納
体
制
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
結
果
、
町
税
を

　
　

始
め
国
民
健
康
保
険
税
や
保
育
料
等
、
町
の
債
権
全
般
に
つ
い

　
　

て
も
良
好
な
収
納
状
況
を
高
く
評
価
し
ま
す
。

２
、
歳
出

　
　

創
意
工
夫
を
重
ね
た
施
策
や
費
用
対
効
果
を
考
慮
し
て
、
健
全

　
　

か
つ
透
明
な
行
財
政
運
営
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

《
特
別
会
計
決
算
に
つ
い
て
》

　
◯
住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
事
業
特
別
会
計

　
◯
土
地
取
得
特
別
会
計

　
◯
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

　
◯
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

　

と
も
に
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。
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𠮷
川
紀
代
子
議
員

 

自
衛
隊
へ
の
情
報
提
供
に
つ
い
て

問　
令
和
５
年
度
、
自
衛
官
募
集
に

該
当
す
る
年
齢
の
人
数
は
。

答  （
住
民
課
長
）
18
歳
は
99
人
、
22

歳
は
1
1
0
人
。

問　
除
外
申
請
の
周
知
と
申
請
方
法

は
。

答  （
住
民
課
長
）
除
外
申
請
の
制
度

は
設
け
て
い
な
い
。

問　
現
在
、
情
報
提
供
は
ど
の
よ
う

に
行
っ
て
い
る
の
か
。

答  （
住
民
課
長
）
住
民
基
本
台
帳
の

一
部（
写
し
）の
閲
覧
に
よ
る
。

問　
防
衛
省
か
ら
紙
や
電
子
媒
体

で
の
、
自
衛
官
募
集
対
象
者
名
簿
提

供
要
求
に
対
し
て
の
町
長
の
見
解
は
。

答  （
町
長
）
従
来
ど
お
り
の
情
報

提
供
を
し
て
い
る
。適
切
な
対
応
と

認
識
し
て
い
る
。

 

社
会
的
弱
者
対
策
に
つ
い
て

問　
地
域
公
共
交
通
会
議
の
審
議

状
況
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
本
年
度

は
書
面
会
議
と
対
面
会
議
を
１
回

ず
つ
行
い
、書
面
会
議
で
は
令
和
５

年
度
地
域
公
共
交
通
会
議
の
予
算
、

対
面
会
議
で
は
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

の
設
問
内
容
に
つ
い
て
審
議
。

問　
社
会
的
弱
者
に
対
し
て
、タ
ク

シ
ー
乗
車
券
の
助
成
を
。

答  （
町
長
）　
６
月
議
会
の
答
弁

と
同
じ
考
え
で
、
地
域
公
共
交
通

会
議
の
中
で
議
論
さ
れ
る
も
の
と

認
識
し
て
い
る
。

問　
桂
川
駅
前
に
A
T
M
の
設
置

を
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
A
T
M

設
置
の
協
議
は
可
能
だ
が
、
町
の

負
担
が
発
生
す
る
こ
と
は
避
け
ら

れ
ず
、特
定
の
銀
行
の
A
T
M
設
置

費
用
を
町
の
財
政
か
ら
支
出
す
る

こ
と
は
現
状
で
は
難
し
い
。

 

大
将
陣
横
の
産
廃
処
理
施
設 
 

建
設
予
定
に
つ
い
て

問　
施
設
の
種
類
は
何
種
類
か
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）
計
画
届
に

よ
る
と
、乾
溜
ガ
ス
化
燃
焼
方
式
焼

却
炉
の
１
種
類
と
な
っ
て
い
る
。

問　
そ
れ
ぞ
れ
の
１
日
当
た
り
専

焼
能
力
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）
資
料
に
よ

る
と
１
日
当
た
り
汚
泥
20
ト
ン
・

廃
油
22
ト
ン
・
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

42
ト
ン
と
あ
る
。

問　
現
在
行
わ
れ
て
い
る
環
境
調

査
と
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
本
年
２

月
に
冬
季
の
大
気
質
調
査
、
５
月

に
騒
音
・
振
動
・
交
通
量
調
査
を

実
施
、
７
月
末
に
夏
季
の
大
気
質

調
査
及
び
悪
臭
の
調
査
が
実
施
さ

れ
た
。

 

教
育
環
境
の
改
善
・
充
実
に
つ
い
て

問　
各
学
校
体
育
館
に
エ
ア
コ
ン

の
設
置
を
。

答  （
学
校
教
育
課
長
）　
夏
場
の

学
校
体
育
館
に
お
け
る
活
動
に
お

い
て
は
、
熱
中
症
対
策
を
行
い
な
が

ら
授
業
を
実
施
し
て
い
る
た
め
、今

の
と
こ
ろ
、
体
育
館
に
ま
で
エ
ア
コ

ン
を
設
置
す
る
状
況
に
は
な
い
。

問　
中
学
校
給
食
時
間
の
改
善
を
。

答  （
学
校
教
育
課
長
）　
各
学
校

に
お
い
て
実
態
に
応
じ
た
時
間
設

定
を
行
う
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

 

大
将
陣
横
の
産
業
廃
棄
物
施
設 

 

の
建
設
計
画 

に
つ
い
て

問　
敷
地
内
の
水
路
変
更
申
請
が

あ
っ
た
場
合
、今
後
の
対
応
は
。

答  （
町
長
）申
請
が
出
て
く
れ
ば
慎

重
に
対
応
し
て
い
く
。

問　
町
民
は
、施
設
の
規
模
や
処
理

す
る
種
類
に
よ
る
環
境
被
害
等
を

不
安
に
思
っ
て
い
る
。

　
業
者
に
対
し
て
住
民
説
明
会
の

働
き
か
け
は
。

答  （
町
長
）
大
き
な
問
題
で
あ
る

の
で
、今
後
働
き
か
け
を
し
て
い
く
。

 

指
定
管
理
者
に
つ
い
て

問　
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
メ
リ
ッ
ト

は
、民
間
事
業
者
等
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を

活
用
す
る
こ
と
に
よ
る
住
民
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
や
、競
争
原
理
に
基
づ

く
自
治
体
の
経
費
節
減
効
果
。

　
デ
メ
リ
ッ
ト
は
、自
治
体
の
施
設

運
営
意
識
の
希
薄
化
や
、
経
費
節

減
の
過
剰
な
追
及
に
よ
る
住
民

サ
ー
ビ
ス
の
低
下
、管
理
者
交
代
に

伴
う
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
変
化
等
。

問　
県
内
の
状
況
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
本
町
と

他
２
自
治
体
が
未
実
施
。

　
飯
塚
市
は
約
30
施
設
・
嘉
麻
市

は
約
20
施
設
で
導
入
。

 

住
民
票
等
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付  

 

に
つ
い
て

問　
飯
塚
市
と
嘉
麻
市
の
状
況
は
。

答  （
住
民
課
長
）　
飯
塚
市
は
平

成
28
年
度
・
嘉
麻
市
は
令
和
５
年

１
月
よ
り
実
施
し
、
住
民
票
・
印

鑑
・
戸
籍
等
の
証
明
書
を
発
行
。

問　
本
町
の
今
後
の
取
り
組
み
は
。

答  （
町
長
）　
検
討
す
る
。

 

桂
川
町
誌
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

問　
今
後
の
作
成
計
画
及
び
完
成

年
度
は
。

答  （
町
長
）　
決
定
し
た
事
項
は

何
も
な
い
。

 

駅
舎
等
に
つ
い
て

問　
３
月
議
会
の
行
政
報
告
の
中

で
、Ｊ
Ｒ
の
社
内
規
定
に
お
い
て
、待

合
室
の
設
置
を
す
る
に
は
駅
ホ
ー

ム
幅
が
足
り
な
い
と
の
こ
と
だ
っ
た

が
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
現
在
の

ホ
ー
ム
幅
は
4.8
ⅿ
。ホ
ー
ム
の
中
に

施
設
を
設
置
す
る
に
は
、両
側
の
通

路
幅
を
片
側
1.5
ⅿ
確
保
す
る
必
要

が
あ
る
と
の
社
内
規
定
が
あ
る
た

め
、
待
合
室
等
の
施
設
幅
を
1.8
m
以

内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
以
前
の

待
合
室
の
幅
が
2.3
ｍ
な
の
で
、
こ
れ

よ
り
も
0.5
m
狭
い
待
合
室
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、設
置
が
難
し
い
。

問　
３
月
議
会
の
町
長
の
回
答
で
は
、

来
年
の
3
月
ま
で
に
は
観
光
案
内
図

等
の
取
り
組
み
を
す
る
と
の
こ
と

だ
っ
た
が
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
サ
イ
ン
計

画
と
し
て
桂
川
駅
周
辺
を
は
じ
め
桂

川
町
全
体
を
視
野
に
検
討
し
て
い
る

が
、３
月
末
ま
で
に
は
、わ
か
り
や
す

い
サ
イ
ン
看
板
設
置
の
検
討
を
進
め

て
い
く
。

※
文
字
数
制
限
の
た
め
「
防
災
対
策

等
」「
桂
川
町
地
域
公
共
交
通
会
議
」

に
つ
い
て
は
未
掲
載

 

汚
水
処
理
事
業
に
つ
い
て

問　
桂
川
町
の
汚
水
処
理
の
現
状
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
汚
水
処

理
に
関
し
て
は
、
汲
み
取
り
・
合
併

処
理
浄
化
槽
等
に
て
実
施
し
て
い
る
。

　
水
洗
化
の
普
及
率
は
令
和
３
年

度
で
、47
％
と
な
っ
て
い
る
。

問　
普
及
率
が
50
％
以
下
な
の
で
、

遠
賀
川
上
流
域
の
自
治
体
と
し
て

は
も
っ
と
合
併
処
理
浄
化
槽
を
推

進
す
る
べ
き
で
は
。

答  （
町
長
）　
本
町
の
普
及
率
は

低
い
状
況
に
あ
る
。更
な
る
推
進
の

た
め
に
本
町
独
自
の
施
策
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
。

問　
産
業
振
興
課
で
行
わ
れ
て
い

る
住
宅
改
修
事
業
補
助
金
と
合
併

処
理
浄
化
槽
補
助
金
の
併
用
は
で

き
る
の
か
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
産
業
振

興
課
の
住
宅
改
修
補
助
金
要
綱
第

２
条
で
は
、合
併
処
理
浄
化
槽
の
改

修
・
設
置
に
関
す
る
も
の
は
補
助

事
業
の
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
。

要
望　
生
活
環
境
保
全
及
び
公
衆

衛
生
の
向
上
を
図
る
た
め
に
、老
朽

化
し
た
浄
化
槽
な
ど
の
更
新
や
修

繕
に
対
し
て
補
助
金
制
度
の
創
設

を
要
望
す
る
。

 

空
き
家
対
策
に
つ
い
て

問　
長
年
放
置
さ
れ
、荒
れ
果
て
て
、

ま
っ
た
く
管
理
が
出
来
て
い
な
い
空

き
家
や
、
所
有
者
す
ら
わ
か
ら
な
い

空
き
家
が
あ
る
。

　
隣
近
所
か
ら
苦
情
が
あ
っ
た
場
合
、

ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
て
い
る
の
か
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
固
定
資
産

情
報
等
で
所
有
者
及
び
管
理
者
を

確
認
し
、
文
書
通
知
や
電
話
連
絡

等
で
問
い
合
わ
せ
を
行
い
、
隣
接
者

に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
指
導
等

を
行
っ
て
い
る
。

問　
指
導
し
て
も
強
制
力
は
な
い
た
め
、

な
か
な
か
状
況
が
改
善
し
な
い
。

　
空
き
家
条
例
を
つ
く
り
、
適
切
な
管

理
を
す
る
べ
き
で
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
空
き
家
対

策
に
つ
い
て
は
、
空
き
家
対
策
特
別

措
置
法
に
よ
り
市
町
村
に
は
立
ち

入
り
調
査
・
指
導
・
勧
告
・
命
令

す
る
権
限
等
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
今
年
度
、
空
家
実
態
調
査
を
行

な
っ
て
お
り
、
周
辺
に
迷
惑
を
か
け

る
可
能
性
が
非
常
に
高
い「
特
定
空

家
」な
ど
、
老
朽
化
の
程
度
を
１
件

ず
つ
確
認
し
て
い
る
。

　
法
令
に
基
づ
い
た
空
き
家
の
適

正
管
理
を
指
導
で
き
る
よ
う
進
め

て
い
く
。

 

大
将
陣
公
園
横
に
計
画
さ
れ
て
る

 

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
つ
い
て

問　
近
隣
市
で
は
、ど
の
よ
う
な
産

廃
問
題
が
あ
っ
た
の
か
。

答  （
町
長
）　
飯
塚
市
の
内
住
地

区
で
、
産
業
廃
棄
物
が
埋
め
立
て

ら
れ
汚
水
が
流
れ
出
し
、
流
域
の

健
康
被
害
に
つ
な
が
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
懸
念
か
ら
、
県
も
一
緒

に
な
っ
て
廃
棄
物
を
取
り
除
い
た
。

　
嘉
麻
市
で
は
、
ご
み
を
規
定
以

上
に
積
み
重
ね
、そ
こ
に
火
が
入
り
、

消
し
止
め
る
ま
で
に
時
間
が
か

か
っ
た
。汚
水
が
近
隣
の
川
に
流
れ

出
し
、
流
域
全
体
の
健
康
被
害
が

心
配
さ
れ
た
。

　
「
対
岸
の
火
事
」
で
は
な
く
、
こ

の
よ
う
な
事
案
に
学
び
な
が
ら
取

り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

問　
飯
塚
市
の
６
月
議
会
で
、片
峯

市
長
は
次
の
よ
う
に
回
答
さ
れ
た
。

「
当
該
地
は
、
桂
川
町
に
と
っ
て
ス

ポ
ー
ツ
施
設
に
隣
接
し
て
い
る
所
。

本
市
に
と
っ
て
も
公
園
の
す
ぐ
そ
ば

で
あ
り
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場
を

計
画
し
て
い
る
所
。

　
そ
う
い
う
場
所
な
の
で
、
民
間
の

す
る
こ
と
と
は
言
え
、
非
常
に
ゆ
ゆ

し
い
も
の
だ
」。

　
片
峯
市
長
は
産
廃
施
設
が
で
き

る
こ
と
を「
非
常
に
ゆ
ゆ
し
い
」と
言

わ
れ
て
い
る
。井
上
町
長
の
考
え
は
。

答  （
町
長
）　
片
峯
市
長
と
同
じ
。

問　
産
廃
施
設
の
予
定
地
は
、
桂
川

町
・
飯
塚
市
に
と
っ
て
、
健
康
づ
く

り
の
拠
点
で
あ
り
、
文
化
的
活
動
の

拠
点
。そ
こ
を
大
型
車
が
通
り
、
産

廃
処
理
が
行
わ
れ
る
。

　
片
峯
市
長
は
、

「
当
該
地
は
桂
川
町
。し
か
し
、
隣
接

地
で
あ
る
本
市
も
、
意
見
を
述
べ
る

責
任
と
権
利
が
あ
る
。桂
川
町
と
情

報
共
有
を
図
り
、
特
に
計
画
立
て
の

段
階
で
後
手
に
回
ら
な
い
よ
う
に
今

後
し
っ
か
り
と
対
応
し
た
い
」

と
言
わ
れ
た
。

　
現
在
、
情
報
共
有
を
行
っ
て
い
る

の
か
。

答  （
保
健
環
境
課
長
）　
行
っ
て
い

る
し
、今
後
も
行
っ
て
い
く
。

問　
片
峯
市
長
は
「
計
画
立
て
の
段

階
で
後
手
に
回
ら
な
い
よ
う
に
対
応

し
た
い
」と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
町
長

の
考
え
は
。

答  （
町
長
）　
同
じ
考
え
。私
た
ち

が
知
ら
な
い
う
ち
に
、
計
画
だ
け
が

先
行
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え

る
と
警
戒
し
て
い
る
。

意
見　
議
会
・
行
政
・
町
民
が
一

緒
に
知
恵
を
出
し
、情
報
交
換
し
て

取
り
組
ん
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。一
緒
に
や
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

※
文
字
数
制
限
の
た
め
他
は
未
掲
載

水
道
事
業
会
計
決
算
審
査
結
果
報
告
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（
9
月
定
例
会 

）

一
般
質
問

１
、　

経
営
状
況
に
つ
い
て

　

令
和
４
年
度
の
水
道
事
業
に
お
け
る
総
収
益

は
２
億
１
千
万
円
、
こ
れ
に
対
す
る
総
費
用
は

１
億
９
千
万
円
で
、
当
年
度
の
純
利
益
は
２
千

万
円
と
な
っ
て
お
り
、
水
道
事
業
と
し
て
引
き

続
き
良
好
な
経
営
状
況
が
保
た
れ
て
い
ま
す
。

　

財
務
状
況
に
お
い
て
も
健
全
性
が
確
保
さ

れ
、
水
道
料
金
等
の
収
納
状
況
に
つ
い
て
も
良

好
な
収
納
率
が
継
続
さ
れ
て
い
ま
す
。

２
、　

安
定
供
給
に
つ
い
て

　

土
師
浄
水
場
に
広
域
監
視
シ
ス
テ
ム
と
し
て

ク
ラ
ウ
ド
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
浄
水
場
の
運
転
状
況
や
河

川
の
水
質
変
化
状
況
な
ど
を
随
時
確
認
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
り
、
異
常
事
態
に
早
期
に
対
応

す
る
こ
と
で
安
定
し
た
水
道
水
の
供
給
が
持
続

さ
れ
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
水
道
水
の
安
定
供
給
に
備
え
た

対
応
を
望
み
ま
す
。

３
、　

課
題
に
つ
い
て

　

次
の
よ
う
な
厳
し
い
現
実
の
課
題
に
直
面
し

て
い
ま
す
。

　

〇
経
年
劣
化
に
よ
る
施
設
や
管
路
の
老
朽
化

　

〇
水
源
地
の
有
効
活
用

　

〇
浄
水
場
施
設
の
新
設
計
画
・
財
源
確
保

む
す
び

　

水
は
生
命
の
源
で
あ
り
、
町
民
の
生
活
に
欠

か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
す
。
今
後
と
も
、

「
安
全
か
つ
お
い
し
い
水
」
の
提
供
に
努
め
る

と
と
も
に
、
課
題
に
対
し
て
十
分
な
対
策
を

と
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
強
く
求
め
ま
す
。



大
塚
和
佳
議
員

 

自
衛
隊
へ
の
情
報
提
供
に
つ
い
て

問　
令
和
５
年
度
、
自
衛
官
募
集
に

該
当
す
る
年
齢
の
人
数
は
。

答  （
住
民
課
長
）
18
歳
は
99
人
、
22

歳
は
1
1
0
人
。

問　
除
外
申
請
の
周
知
と
申
請
方
法

は
。

答  （
住
民
課
長
）
除
外
申
請
の
制
度

は
設
け
て
い
な
い
。

問　
現
在
、
情
報
提
供
は
ど
の
よ
う

に
行
っ
て
い
る
の
か
。

答  （
住
民
課
長
）
住
民
基
本
台
帳
の

一
部（
写
し
）の
閲
覧
に
よ
る
。

問　
防
衛
省
か
ら
紙
や
電
子
媒
体

で
の
、
自
衛
官
募
集
対
象
者
名
簿
提

供
要
求
に
対
し
て
の
町
長
の
見
解
は
。

答  （
町
長
）
従
来
ど
お
り
の
情
報

提
供
を
し
て
い
る
。適
切
な
対
応
と

認
識
し
て
い
る
。

 

社
会
的
弱
者
対
策
に
つ
い
て

問　
地
域
公
共
交
通
会
議
の
審
議

状
況
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
本
年
度

は
書
面
会
議
と
対
面
会
議
を
１
回

ず
つ
行
い
、書
面
会
議
で
は
令
和
５

年
度
地
域
公
共
交
通
会
議
の
予
算
、

対
面
会
議
で
は
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

の
設
問
内
容
に
つ
い
て
審
議
。

問　
社
会
的
弱
者
に
対
し
て
、タ
ク

シ
ー
乗
車
券
の
助
成
を
。

答  （
町
長
）　
６
月
議
会
の
答
弁

と
同
じ
考
え
で
、
地
域
公
共
交
通

会
議
の
中
で
議
論
さ
れ
る
も
の
と

認
識
し
て
い
る
。

問　
桂
川
駅
前
に
A
T
M
の
設
置

を
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
A
T
M

設
置
の
協
議
は
可
能
だ
が
、
町
の

負
担
が
発
生
す
る
こ
と
は
避
け
ら

れ
ず
、特
定
の
銀
行
の
A
T
M
設
置

費
用
を
町
の
財
政
か
ら
支
出
す
る

こ
と
は
現
状
で
は
難
し
い
。

 

大
将
陣
横
の
産
廃
処
理
施
設 

 

建
設
予
定
に
つ
い
て

問　
施
設
の
種
類
は
何
種
類
か
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）
計
画
届
に

よ
る
と
、乾
溜
ガ
ス
化
燃
焼
方
式
焼

却
炉
の
１
種
類
と
な
っ
て
い
る
。

問　
そ
れ
ぞ
れ
の
１
日
当
た
り
専

焼
能
力
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）
資
料
に
よ

る
と
１
日
当
た
り
汚
泥
20
ト
ン
・

廃
油
22
ト
ン
・
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

42
ト
ン
と
あ
る
。

問　
現
在
行
わ
れ
て
い
る
環
境
調

査
と
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
本
年
２

月
に
冬
季
の
大
気
質
調
査
、
５
月

に
騒
音
・
振
動
・
交
通
量
調
査
を

実
施
、
７
月
末
に
夏
季
の
大
気
質

調
査
及
び
悪
臭
の
調
査
が
実
施
さ

れ
た
。

 

教
育
環
境
の
改
善
・
充
実
に
つ
い
て

問　
各
学
校
体
育
館
に
エ
ア
コ
ン

の
設
置
を
。

答  （
学
校
教
育
課
長
）　
夏
場
の

学
校
体
育
館
に
お
け
る
活
動
に
お

い
て
は
、
熱
中
症
対
策
を
行
い
な
が

ら
授
業
を
実
施
し
て
い
る
た
め
、今

の
と
こ
ろ
、
体
育
館
に
ま
で
エ
ア
コ

ン
を
設
置
す
る
状
況
に
は
な
い
。

問　
中
学
校
給
食
時
間
の
改
善
を
。

答  （
学
校
教
育
課
長
）　
各
学
校

に
お
い
て
実
態
に
応
じ
た
時
間
設

定
を
行
う
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

 
大
将
陣
横
の
産
業
廃
棄
物
施
設 

 
の
建
設
計
画 

に
つ
い
て

問　
敷
地
内
の
水
路
変
更
申
請
が

あ
っ
た
場
合
、今
後
の
対
応
は
。

答  （
町
長
）申
請
が
出
て
く
れ
ば
慎

重
に
対
応
し
て
い
く
。

問　
町
民
は
、施
設
の
規
模
や
処
理

す
る
種
類
に
よ
る
環
境
被
害
等
を

不
安
に
思
っ
て
い
る
。

　
業
者
に
対
し
て
住
民
説
明
会
の

働
き
か
け
は
。

答  （
町
長
）
大
き
な
問
題
で
あ
る

の
で
、今
後
働
き
か
け
を
し
て
い
く
。

 

指
定
管
理
者
に
つ
い
て

問　
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
メ
リ
ッ
ト

は
、民
間
事
業
者
等
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を

活
用
す
る
こ
と
に
よ
る
住
民
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
や
、競
争
原
理
に
基
づ

く
自
治
体
の
経
費
節
減
効
果
。

　
デ
メ
リ
ッ
ト
は
、自
治
体
の
施
設

運
営
意
識
の
希
薄
化
や
、
経
費
節

減
の
過
剰
な
追
及
に
よ
る
住
民

サ
ー
ビ
ス
の
低
下
、管
理
者
交
代
に

伴
う
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
変
化
等
。

問　
県
内
の
状
況
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
本
町
と

他
２
自
治
体
が
未
実
施
。

　
飯
塚
市
は
約
30
施
設
・
嘉
麻
市

は
約
20
施
設
で
導
入
。

 

住
民
票
等
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付  

 

に
つ
い
て

問　
飯
塚
市
と
嘉
麻
市
の
状
況
は
。

答  （
住
民
課
長
）　
飯
塚
市
は
平

成
28
年
度
・
嘉
麻
市
は
令
和
５
年

１
月
よ
り
実
施
し
、
住
民
票
・
印

鑑
・
戸
籍
等
の
証
明
書
を
発
行
。

問　
本
町
の
今
後
の
取
り
組
み
は
。

答  （
町
長
）　
検
討
す
る
。

 

桂
川
町
誌
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

問　
今
後
の
作
成
計
画
及
び
完
成

年
度
は
。

答  （
町
長
）　
決
定
し
た
事
項
は

何
も
な
い
。

 

駅
舎
等
に
つ
い
て

問　
３
月
議
会
の
行
政
報
告
の
中

で
、Ｊ
Ｒ
の
社
内
規
定
に
お
い
て
、待

合
室
の
設
置
を
す
る
に
は
駅
ホ
ー

ム
幅
が
足
り
な
い
と
の
こ
と
だ
っ
た

が
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
現
在
の

ホ
ー
ム
幅
は
4.8
ⅿ
。ホ
ー
ム
の
中
に

施
設
を
設
置
す
る
に
は
、両
側
の
通

路
幅
を
片
側
1.5
ⅿ
確
保
す
る
必
要

が
あ
る
と
の
社
内
規
定
が
あ
る
た

め
、
待
合
室
等
の
施
設
幅
を
1.8
m
以

内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
以
前
の

待
合
室
の
幅
が
2.3
ｍ
な
の
で
、
こ
れ

よ
り
も
0.5
m
狭
い
待
合
室
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、設
置
が
難
し
い
。

問　
３
月
議
会
の
町
長
の
回
答
で
は
、

来
年
の
3
月
ま
で
に
は
観
光
案
内
図

等
の
取
り
組
み
を
す
る
と
の
こ
と

だ
っ
た
が
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
サ
イ
ン
計

画
と
し
て
桂
川
駅
周
辺
を
は
じ
め
桂

川
町
全
体
を
視
野
に
検
討
し
て
い
る

が
、３
月
末
ま
で
に
は
、わ
か
り
や
す

い
サ
イ
ン
看
板
設
置
の
検
討
を
進
め

て
い
く
。

※
文
字
数
制
限
の
た
め
「
防
災
対
策

等
」「
桂
川
町
地
域
公
共
交
通
会
議
」

に
つ
い
て
は
未
掲
載

 

汚
水
処
理
事
業
に
つ
い
て

問　
桂
川
町
の
汚
水
処
理
の
現
状
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
汚
水
処

理
に
関
し
て
は
、
汲
み
取
り
・
合
併

処
理
浄
化
槽
等
に
て
実
施
し
て
い
る
。

　
水
洗
化
の
普
及
率
は
令
和
３
年

度
で
、47
％
と
な
っ
て
い
る
。

問　
普
及
率
が
50
％
以
下
な
の
で
、

遠
賀
川
上
流
域
の
自
治
体
と
し
て

は
も
っ
と
合
併
処
理
浄
化
槽
を
推

進
す
る
べ
き
で
は
。

答  （
町
長
）　
本
町
の
普
及
率
は

低
い
状
況
に
あ
る
。更
な
る
推
進
の

た
め
に
本
町
独
自
の
施
策
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
。

問　
産
業
振
興
課
で
行
わ
れ
て
い

る
住
宅
改
修
事
業
補
助
金
と
合
併

処
理
浄
化
槽
補
助
金
の
併
用
は
で

き
る
の
か
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
産
業
振

興
課
の
住
宅
改
修
補
助
金
要
綱
第

２
条
で
は
、合
併
処
理
浄
化
槽
の
改

修
・
設
置
に
関
す
る
も
の
は
補
助

事
業
の
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
。

要
望　
生
活
環
境
保
全
及
び
公
衆

衛
生
の
向
上
を
図
る
た
め
に
、老
朽

化
し
た
浄
化
槽
な
ど
の
更
新
や
修

繕
に
対
し
て
補
助
金
制
度
の
創
設

を
要
望
す
る
。

 

空
き
家
対
策
に
つ
い
て

問　
長
年
放
置
さ
れ
、荒
れ
果
て
て
、

ま
っ
た
く
管
理
が
出
来
て
い
な
い
空

き
家
や
、
所
有
者
す
ら
わ
か
ら
な
い

空
き
家
が
あ
る
。

　
隣
近
所
か
ら
苦
情
が
あ
っ
た
場
合
、

ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
て
い
る
の
か
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
固
定
資
産

情
報
等
で
所
有
者
及
び
管
理
者
を

確
認
し
、
文
書
通
知
や
電
話
連
絡

等
で
問
い
合
わ
せ
を
行
い
、
隣
接
者

に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
指
導
等

を
行
っ
て
い
る
。

問　
指
導
し
て
も
強
制
力
は
な
い
た
め
、

な
か
な
か
状
況
が
改
善
し
な
い
。

　
空
き
家
条
例
を
つ
く
り
、
適
切
な
管

理
を
す
る
べ
き
で
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
空
き
家
対

策
に
つ
い
て
は
、
空
き
家
対
策
特
別

措
置
法
に
よ
り
市
町
村
に
は
立
ち

入
り
調
査
・
指
導
・
勧
告
・
命
令

す
る
権
限
等
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
今
年
度
、
空
家
実
態
調
査
を
行

な
っ
て
お
り
、
周
辺
に
迷
惑
を
か
け

る
可
能
性
が
非
常
に
高
い「
特
定
空

家
」な
ど
、
老
朽
化
の
程
度
を
１
件

ず
つ
確
認
し
て
い
る
。

　
法
令
に
基
づ
い
た
空
き
家
の
適

正
管
理
を
指
導
で
き
る
よ
う
進
め

て
い
く
。

 

大
将
陣
公
園
横
に
計
画
さ
れ
て
る

 

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
つ
い
て

問　
近
隣
市
で
は
、ど
の
よ
う
な
産

廃
問
題
が
あ
っ
た
の
か
。

答  （
町
長
）　
飯
塚
市
の
内
住
地

区
で
、
産
業
廃
棄
物
が
埋
め
立
て

ら
れ
汚
水
が
流
れ
出
し
、
流
域
の

健
康
被
害
に
つ
な
が
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
懸
念
か
ら
、
県
も
一
緒

に
な
っ
て
廃
棄
物
を
取
り
除
い
た
。

　
嘉
麻
市
で
は
、
ご
み
を
規
定
以

上
に
積
み
重
ね
、そ
こ
に
火
が
入
り
、

消
し
止
め
る
ま
で
に
時
間
が
か

か
っ
た
。汚
水
が
近
隣
の
川
に
流
れ

出
し
、
流
域
全
体
の
健
康
被
害
が

心
配
さ
れ
た
。

　
「
対
岸
の
火
事
」
で
は
な
く
、
こ

の
よ
う
な
事
案
に
学
び
な
が
ら
取

り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

問　
飯
塚
市
の
６
月
議
会
で
、片
峯

市
長
は
次
の
よ
う
に
回
答
さ
れ
た
。

「
当
該
地
は
、
桂
川
町
に
と
っ
て
ス

ポ
ー
ツ
施
設
に
隣
接
し
て
い
る
所
。

本
市
に
と
っ
て
も
公
園
の
す
ぐ
そ
ば

で
あ
り
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場
を

計
画
し
て
い
る
所
。

　
そ
う
い
う
場
所
な
の
で
、
民
間
の

す
る
こ
と
と
は
言
え
、
非
常
に
ゆ
ゆ

し
い
も
の
だ
」。

　
片
峯
市
長
は
産
廃
施
設
が
で
き

る
こ
と
を「
非
常
に
ゆ
ゆ
し
い
」と
言

わ
れ
て
い
る
。井
上
町
長
の
考
え
は
。

答  （
町
長
）　
片
峯
市
長
と
同
じ
。

問　
産
廃
施
設
の
予
定
地
は
、
桂
川

町
・
飯
塚
市
に
と
っ
て
、
健
康
づ
く

り
の
拠
点
で
あ
り
、
文
化
的
活
動
の

拠
点
。そ
こ
を
大
型
車
が
通
り
、
産

廃
処
理
が
行
わ
れ
る
。

　
片
峯
市
長
は
、

「
当
該
地
は
桂
川
町
。し
か
し
、
隣
接

地
で
あ
る
本
市
も
、
意
見
を
述
べ
る

責
任
と
権
利
が
あ
る
。桂
川
町
と
情

報
共
有
を
図
り
、
特
に
計
画
立
て
の

段
階
で
後
手
に
回
ら
な
い
よ
う
に
今

後
し
っ
か
り
と
対
応
し
た
い
」

と
言
わ
れ
た
。

　
現
在
、
情
報
共
有
を
行
っ
て
い
る

の
か
。

答  （
保
健
環
境
課
長
）　
行
っ
て
い

る
し
、今
後
も
行
っ
て
い
く
。

問　
片
峯
市
長
は
「
計
画
立
て
の
段

階
で
後
手
に
回
ら
な
い
よ
う
に
対
応

し
た
い
」と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
町
長

の
考
え
は
。

答  （
町
長
）　
同
じ
考
え
。私
た
ち

が
知
ら
な
い
う
ち
に
、
計
画
だ
け
が

先
行
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え

る
と
警
戒
し
て
い
る
。

意
見　
議
会
・
行
政
・
町
民
が
一

緒
に
知
恵
を
出
し
、情
報
交
換
し
て

取
り
組
ん
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。一
緒
に
や
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

※
文
字
数
制
限
の
た
め
他
は
未
掲
載
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杉
村
明
彦
議
員

 

自
衛
隊
へ
の
情
報
提
供
に
つ
い
て

問　
令
和
５
年
度
、
自
衛
官
募
集
に

該
当
す
る
年
齢
の
人
数
は
。

答  （
住
民
課
長
）
18
歳
は
99
人
、
22

歳
は
1
1
0
人
。

問　
除
外
申
請
の
周
知
と
申
請
方
法

は
。

答  （
住
民
課
長
）
除
外
申
請
の
制
度

は
設
け
て
い
な
い
。

問　
現
在
、
情
報
提
供
は
ど
の
よ
う

に
行
っ
て
い
る
の
か
。

答  （
住
民
課
長
）
住
民
基
本
台
帳
の

一
部（
写
し
）の
閲
覧
に
よ
る
。

問　
防
衛
省
か
ら
紙
や
電
子
媒
体

で
の
、
自
衛
官
募
集
対
象
者
名
簿
提

供
要
求
に
対
し
て
の
町
長
の
見
解
は
。

答  （
町
長
）
従
来
ど
お
り
の
情
報

提
供
を
し
て
い
る
。適
切
な
対
応
と

認
識
し
て
い
る
。

 

社
会
的
弱
者
対
策
に
つ
い
て

問　
地
域
公
共
交
通
会
議
の
審
議

状
況
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
本
年
度

は
書
面
会
議
と
対
面
会
議
を
１
回

ず
つ
行
い
、書
面
会
議
で
は
令
和
５

年
度
地
域
公
共
交
通
会
議
の
予
算
、

対
面
会
議
で
は
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

の
設
問
内
容
に
つ
い
て
審
議
。

問　
社
会
的
弱
者
に
対
し
て
、タ
ク

シ
ー
乗
車
券
の
助
成
を
。

答  （
町
長
）　
６
月
議
会
の
答
弁

と
同
じ
考
え
で
、
地
域
公
共
交
通

会
議
の
中
で
議
論
さ
れ
る
も
の
と

認
識
し
て
い
る
。

問　
桂
川
駅
前
に
A
T
M
の
設
置

を
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
A
T
M

設
置
の
協
議
は
可
能
だ
が
、
町
の

負
担
が
発
生
す
る
こ
と
は
避
け
ら

れ
ず
、特
定
の
銀
行
の
A
T
M
設
置

費
用
を
町
の
財
政
か
ら
支
出
す
る

こ
と
は
現
状
で
は
難
し
い
。

 

大
将
陣
横
の
産
廃
処
理
施
設 

 

建
設
予
定
に
つ
い
て

問　
施
設
の
種
類
は
何
種
類
か
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）
計
画
届
に

よ
る
と
、乾
溜
ガ
ス
化
燃
焼
方
式
焼

却
炉
の
１
種
類
と
な
っ
て
い
る
。

問　
そ
れ
ぞ
れ
の
１
日
当
た
り
専

焼
能
力
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）
資
料
に
よ

る
と
１
日
当
た
り
汚
泥
20
ト
ン
・

廃
油
22
ト
ン
・
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

42
ト
ン
と
あ
る
。

問　
現
在
行
わ
れ
て
い
る
環
境
調

査
と
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
本
年
２

月
に
冬
季
の
大
気
質
調
査
、
５
月

に
騒
音
・
振
動
・
交
通
量
調
査
を

実
施
、
７
月
末
に
夏
季
の
大
気
質

調
査
及
び
悪
臭
の
調
査
が
実
施
さ

れ
た
。

 

教
育
環
境
の
改
善
・
充
実
に
つ
い
て

問　
各
学
校
体
育
館
に
エ
ア
コ
ン

の
設
置
を
。

答  （
学
校
教
育
課
長
）　
夏
場
の

学
校
体
育
館
に
お
け
る
活
動
に
お

い
て
は
、
熱
中
症
対
策
を
行
い
な
が

ら
授
業
を
実
施
し
て
い
る
た
め
、今

の
と
こ
ろ
、
体
育
館
に
ま
で
エ
ア
コ

ン
を
設
置
す
る
状
況
に
は
な
い
。

問　
中
学
校
給
食
時
間
の
改
善
を
。

答  （
学
校
教
育
課
長
）　
各
学
校

に
お
い
て
実
態
に
応
じ
た
時
間
設

定
を
行
う
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

 

大
将
陣
横
の
産
業
廃
棄
物
施
設 

 

の
建
設
計
画 

に
つ
い
て

問　
敷
地
内
の
水
路
変
更
申
請
が

あ
っ
た
場
合
、今
後
の
対
応
は
。

答  （
町
長
）申
請
が
出
て
く
れ
ば
慎

重
に
対
応
し
て
い
く
。

問　
町
民
は
、施
設
の
規
模
や
処
理

す
る
種
類
に
よ
る
環
境
被
害
等
を

不
安
に
思
っ
て
い
る
。

　
業
者
に
対
し
て
住
民
説
明
会
の

働
き
か
け
は
。

答  （
町
長
）
大
き
な
問
題
で
あ
る

の
で
、今
後
働
き
か
け
を
し
て
い
く
。

 

指
定
管
理
者
に
つ
い
て

問　
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
メ
リ
ッ
ト

は
、民
間
事
業
者
等
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を

活
用
す
る
こ
と
に
よ
る
住
民
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
や
、競
争
原
理
に
基
づ

く
自
治
体
の
経
費
節
減
効
果
。

　
デ
メ
リ
ッ
ト
は
、自
治
体
の
施
設

運
営
意
識
の
希
薄
化
や
、
経
費
節

減
の
過
剰
な
追
及
に
よ
る
住
民

サ
ー
ビ
ス
の
低
下
、管
理
者
交
代
に

伴
う
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
変
化
等
。

問　
県
内
の
状
況
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
本
町
と

他
２
自
治
体
が
未
実
施
。

　
飯
塚
市
は
約
30
施
設
・
嘉
麻
市

は
約
20
施
設
で
導
入
。

 

住
民
票
等
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付  

 

に
つ
い
て

問　
飯
塚
市
と
嘉
麻
市
の
状
況
は
。

答  （
住
民
課
長
）　
飯
塚
市
は
平

成
28
年
度
・
嘉
麻
市
は
令
和
５
年

１
月
よ
り
実
施
し
、
住
民
票
・
印

鑑
・
戸
籍
等
の
証
明
書
を
発
行
。

問　
本
町
の
今
後
の
取
り
組
み
は
。

答  （
町
長
）　
検
討
す
る
。

 

桂
川
町
誌
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

問　
今
後
の
作
成
計
画
及
び
完
成

年
度
は
。

答  （
町
長
）　
決
定
し
た
事
項
は

何
も
な
い
。

 

駅
舎
等
に
つ
い
て

問　
３
月
議
会
の
行
政
報
告
の
中

で
、Ｊ
Ｒ
の
社
内
規
定
に
お
い
て
、待

合
室
の
設
置
を
す
る
に
は
駅
ホ
ー

ム
幅
が
足
り
な
い
と
の
こ
と
だ
っ
た

が
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
現
在
の

ホ
ー
ム
幅
は
4.8
ⅿ
。ホ
ー
ム
の
中
に

施
設
を
設
置
す
る
に
は
、両
側
の
通

路
幅
を
片
側
1.5
ⅿ
確
保
す
る
必
要

が
あ
る
と
の
社
内
規
定
が
あ
る
た

め
、
待
合
室
等
の
施
設
幅
を
1.8
m
以

内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
以
前
の

待
合
室
の
幅
が
2.3
ｍ
な
の
で
、
こ
れ

よ
り
も
0.5
m
狭
い
待
合
室
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、設
置
が
難
し
い
。

問　
３
月
議
会
の
町
長
の
回
答
で
は
、

来
年
の
3
月
ま
で
に
は
観
光
案
内
図

等
の
取
り
組
み
を
す
る
と
の
こ
と

だ
っ
た
が
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
サ
イ
ン
計

画
と
し
て
桂
川
駅
周
辺
を
は
じ
め
桂

川
町
全
体
を
視
野
に
検
討
し
て
い
る

が
、３
月
末
ま
で
に
は
、わ
か
り
や
す

い
サ
イ
ン
看
板
設
置
の
検
討
を
進
め

て
い
く
。

※
文
字
数
制
限
の
た
め
「
防
災
対
策

等
」「
桂
川
町
地
域
公
共
交
通
会
議
」

に
つ
い
て
は
未
掲
載

 

汚
水
処
理
事
業
に
つ
い
て

問　
桂
川
町
の
汚
水
処
理
の
現
状
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
汚
水
処

理
に
関
し
て
は
、
汲
み
取
り
・
合
併

処
理
浄
化
槽
等
に
て
実
施
し
て
い
る
。

　
水
洗
化
の
普
及
率
は
令
和
３
年

度
で
、47
％
と
な
っ
て
い
る
。

問　
普
及
率
が
50
％
以
下
な
の
で
、

遠
賀
川
上
流
域
の
自
治
体
と
し
て

は
も
っ
と
合
併
処
理
浄
化
槽
を
推

進
す
る
べ
き
で
は
。

答  （
町
長
）　
本
町
の
普
及
率
は

低
い
状
況
に
あ
る
。更
な
る
推
進
の

た
め
に
本
町
独
自
の
施
策
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
。

問　
産
業
振
興
課
で
行
わ
れ
て
い

る
住
宅
改
修
事
業
補
助
金
と
合
併

処
理
浄
化
槽
補
助
金
の
併
用
は
で

き
る
の
か
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
産
業
振

興
課
の
住
宅
改
修
補
助
金
要
綱
第

２
条
で
は
、合
併
処
理
浄
化
槽
の
改

修
・
設
置
に
関
す
る
も
の
は
補
助

事
業
の
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
。

要
望　
生
活
環
境
保
全
及
び
公
衆

衛
生
の
向
上
を
図
る
た
め
に
、老
朽

化
し
た
浄
化
槽
な
ど
の
更
新
や
修

繕
に
対
し
て
補
助
金
制
度
の
創
設

を
要
望
す
る
。

 

空
き
家
対
策
に
つ
い
て

問　
長
年
放
置
さ
れ
、荒
れ
果
て
て
、

ま
っ
た
く
管
理
が
出
来
て
い
な
い
空

き
家
や
、
所
有
者
す
ら
わ
か
ら
な
い

空
き
家
が
あ
る
。

　
隣
近
所
か
ら
苦
情
が
あ
っ
た
場
合
、

ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
て
い
る
の
か
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
固
定
資
産

情
報
等
で
所
有
者
及
び
管
理
者
を

確
認
し
、
文
書
通
知
や
電
話
連
絡

等
で
問
い
合
わ
せ
を
行
い
、
隣
接
者

に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
指
導
等

を
行
っ
て
い
る
。

問　
指
導
し
て
も
強
制
力
は
な
い
た
め
、

な
か
な
か
状
況
が
改
善
し
な
い
。

　
空
き
家
条
例
を
つ
く
り
、
適
切
な
管

理
を
す
る
べ
き
で
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
空
き
家
対

策
に
つ
い
て
は
、
空
き
家
対
策
特
別

措
置
法
に
よ
り
市
町
村
に
は
立
ち

入
り
調
査
・
指
導
・
勧
告
・
命
令

す
る
権
限
等
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
今
年
度
、
空
家
実
態
調
査
を
行

な
っ
て
お
り
、
周
辺
に
迷
惑
を
か
け

る
可
能
性
が
非
常
に
高
い「
特
定
空

家
」な
ど
、
老
朽
化
の
程
度
を
１
件

ず
つ
確
認
し
て
い
る
。

　
法
令
に
基
づ
い
た
空
き
家
の
適

正
管
理
を
指
導
で
き
る
よ
う
進
め

て
い
く
。

 

大
将
陣
公
園
横
に
計
画
さ
れ
て
る

 

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
つ
い
て

問　
近
隣
市
で
は
、ど
の
よ
う
な
産

廃
問
題
が
あ
っ
た
の
か
。

答  （
町
長
）　
飯
塚
市
の
内
住
地

区
で
、
産
業
廃
棄
物
が
埋
め
立
て

ら
れ
汚
水
が
流
れ
出
し
、
流
域
の

健
康
被
害
に
つ
な
が
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
懸
念
か
ら
、
県
も
一
緒

に
な
っ
て
廃
棄
物
を
取
り
除
い
た
。

　
嘉
麻
市
で
は
、
ご
み
を
規
定
以

上
に
積
み
重
ね
、そ
こ
に
火
が
入
り
、

消
し
止
め
る
ま
で
に
時
間
が
か

か
っ
た
。汚
水
が
近
隣
の
川
に
流
れ

出
し
、
流
域
全
体
の
健
康
被
害
が

心
配
さ
れ
た
。

　
「
対
岸
の
火
事
」
で
は
な
く
、
こ

の
よ
う
な
事
案
に
学
び
な
が
ら
取

り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

問　
飯
塚
市
の
６
月
議
会
で
、片
峯

市
長
は
次
の
よ
う
に
回
答
さ
れ
た
。

「
当
該
地
は
、
桂
川
町
に
と
っ
て
ス

ポ
ー
ツ
施
設
に
隣
接
し
て
い
る
所
。

本
市
に
と
っ
て
も
公
園
の
す
ぐ
そ
ば

で
あ
り
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場
を

計
画
し
て
い
る
所
。

　
そ
う
い
う
場
所
な
の
で
、
民
間
の

す
る
こ
と
と
は
言
え
、
非
常
に
ゆ
ゆ

し
い
も
の
だ
」。

　
片
峯
市
長
は
産
廃
施
設
が
で
き

る
こ
と
を「
非
常
に
ゆ
ゆ
し
い
」と
言

わ
れ
て
い
る
。井
上
町
長
の
考
え
は
。

答  （
町
長
）　
片
峯
市
長
と
同
じ
。

問　
産
廃
施
設
の
予
定
地
は
、
桂
川

町
・
飯
塚
市
に
と
っ
て
、
健
康
づ
く

り
の
拠
点
で
あ
り
、
文
化
的
活
動
の

拠
点
。そ
こ
を
大
型
車
が
通
り
、
産

廃
処
理
が
行
わ
れ
る
。

　
片
峯
市
長
は
、

「
当
該
地
は
桂
川
町
。し
か
し
、
隣
接

地
で
あ
る
本
市
も
、
意
見
を
述
べ
る

責
任
と
権
利
が
あ
る
。桂
川
町
と
情

報
共
有
を
図
り
、
特
に
計
画
立
て
の

段
階
で
後
手
に
回
ら
な
い
よ
う
に
今

後
し
っ
か
り
と
対
応
し
た
い
」

と
言
わ
れ
た
。

　
現
在
、
情
報
共
有
を
行
っ
て
い
る

の
か
。

答  （
保
健
環
境
課
長
）　
行
っ
て
い

る
し
、今
後
も
行
っ
て
い
く
。

問　
片
峯
市
長
は
「
計
画
立
て
の
段

階
で
後
手
に
回
ら
な
い
よ
う
に
対
応

し
た
い
」と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
町
長

の
考
え
は
。

答  （
町
長
）　
同
じ
考
え
。私
た
ち

が
知
ら
な
い
う
ち
に
、
計
画
だ
け
が

先
行
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え

る
と
警
戒
し
て
い
る
。

意
見　
議
会
・
行
政
・
町
民
が
一

緒
に
知
恵
を
出
し
、情
報
交
換
し
て

取
り
組
ん
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。一
緒
に
や
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

※
文
字
数
制
限
の
た
め
他
は
未
掲
載
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つ
ぶ
や
き

　
皆
さ
ん
、
ス
ポ
ー
ツ
の
秋
で
す
ね
。

今
年
は
ス
ポ
ー
ツ
界
が
盛
り
上
が
っ
て

い
ま
す
。

　
３
月
の
侍
J
A
P
A
N
14
年
ぶ
り

の
世
界
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
に
始
ま
り
、
８

月
の
世
界
陸
上
女
子
や
り
投
げ
で
北

口
榛
花
選
手
の
金
メ
ダ
ル
、
男
子
バ

ス
ケ
ッ
ト
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
３
勝
２
敗

で
、
48
年
ぶ
り
パ
リ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
出

場
決
定
（
４
年
前
の
中
国
大
会
で
は

５
戦
全
敗
だ
っ
た
の
に…

）。

　
９
月
の
中
国
杭
州
で
行
わ
れ
た
ア

ジ
ア
大
会
で
も
数
多
く
の
日
本
選
手

が
活
躍
し
、
男
子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
も

パ
リ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
予
選
B
組
で
２
位

と
な
り
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
出
場
権
を
獲

得
し
ま
し
た
。

　
私
が
大
好
き
な
ラ
グ
ビ
ー
で
は
、

ベ
ス
ト
８
を
目
指
し
て
格
上
の
ア
ル
ゼ

ン
チ
ン
と
戦
い
、
惜
し
く
も
敗
れ
ま
し

た
が
、
C
組
３
位
（
２
勝
２
敗
）
で

次
回
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
出
場
権
は

獲
得
し
ま
し
た
。

　
選
手
の
皆
さ
ん
の
頑
張
り
に
勇
気

と
感
動
を
与
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
感
謝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
川　
康
弘

は
る
か

◯
９
月
定
例
会
の
様
子
は

　

桂
川
町
H
P『
議
会
』で
、

　

ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

◯
12
月
定
例
会
予
定

  　
12
月
７
日
〜
12
月
15
日

  （
一
般
質
問
は
12
月
14・15
日
）

ス
ポ
ー
ツ
界
が
元
気

柴
田
正
彦
議
員

 

自
衛
隊
へ
の
情
報
提
供
に
つ
い
て

問　
令
和
５
年
度
、
自
衛
官
募
集
に

該
当
す
る
年
齢
の
人
数
は
。

答  （
住
民
課
長
）
18
歳
は
99
人
、
22

歳
は
1
1
0
人
。

問　
除
外
申
請
の
周
知
と
申
請
方
法

は
。

答  （
住
民
課
長
）
除
外
申
請
の
制
度

は
設
け
て
い
な
い
。

問　
現
在
、
情
報
提
供
は
ど
の
よ
う

に
行
っ
て
い
る
の
か
。

答  （
住
民
課
長
）
住
民
基
本
台
帳
の

一
部（
写
し
）の
閲
覧
に
よ
る
。

問　
防
衛
省
か
ら
紙
や
電
子
媒
体

で
の
、
自
衛
官
募
集
対
象
者
名
簿
提

供
要
求
に
対
し
て
の
町
長
の
見
解
は
。

答  （
町
長
）
従
来
ど
お
り
の
情
報

提
供
を
し
て
い
る
。適
切
な
対
応
と

認
識
し
て
い
る
。

 

社
会
的
弱
者
対
策
に
つ
い
て

問　
地
域
公
共
交
通
会
議
の
審
議

状
況
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
本
年
度

は
書
面
会
議
と
対
面
会
議
を
１
回

ず
つ
行
い
、書
面
会
議
で
は
令
和
５

年
度
地
域
公
共
交
通
会
議
の
予
算
、

対
面
会
議
で
は
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

の
設
問
内
容
に
つ
い
て
審
議
。

問　
社
会
的
弱
者
に
対
し
て
、タ
ク

シ
ー
乗
車
券
の
助
成
を
。

答  （
町
長
）　
６
月
議
会
の
答
弁

と
同
じ
考
え
で
、
地
域
公
共
交
通

会
議
の
中
で
議
論
さ
れ
る
も
の
と

認
識
し
て
い
る
。

問　
桂
川
駅
前
に
A
T
M
の
設
置

を
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
A
T
M

設
置
の
協
議
は
可
能
だ
が
、
町
の

負
担
が
発
生
す
る
こ
と
は
避
け
ら

れ
ず
、特
定
の
銀
行
の
A
T
M
設
置

費
用
を
町
の
財
政
か
ら
支
出
す
る

こ
と
は
現
状
で
は
難
し
い
。

 

大
将
陣
横
の
産
廃
処
理
施
設 

 

建
設
予
定
に
つ
い
て

問　
施
設
の
種
類
は
何
種
類
か
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）
計
画
届
に

よ
る
と
、乾
溜
ガ
ス
化
燃
焼
方
式
焼

却
炉
の
１
種
類
と
な
っ
て
い
る
。

問　
そ
れ
ぞ
れ
の
１
日
当
た
り
専

焼
能
力
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）
資
料
に
よ

る
と
１
日
当
た
り
汚
泥
20
ト
ン
・

廃
油
22
ト
ン
・
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

42
ト
ン
と
あ
る
。

問　
現
在
行
わ
れ
て
い
る
環
境
調

査
と
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
本
年
２

月
に
冬
季
の
大
気
質
調
査
、
５
月

に
騒
音
・
振
動
・
交
通
量
調
査
を

実
施
、
７
月
末
に
夏
季
の
大
気
質

調
査
及
び
悪
臭
の
調
査
が
実
施
さ

れ
た
。

 

教
育
環
境
の
改
善
・
充
実
に
つ
い
て

問　
各
学
校
体
育
館
に
エ
ア
コ
ン

の
設
置
を
。

答  （
学
校
教
育
課
長
）　
夏
場
の

学
校
体
育
館
に
お
け
る
活
動
に
お

い
て
は
、
熱
中
症
対
策
を
行
い
な
が

ら
授
業
を
実
施
し
て
い
る
た
め
、今

の
と
こ
ろ
、
体
育
館
に
ま
で
エ
ア
コ

ン
を
設
置
す
る
状
況
に
は
な
い
。

問　
中
学
校
給
食
時
間
の
改
善
を
。

答  （
学
校
教
育
課
長
）　
各
学
校

に
お
い
て
実
態
に
応
じ
た
時
間
設

定
を
行
う
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

 

大
将
陣
横
の
産
業
廃
棄
物
施
設 

 

の
建
設
計
画 

に
つ
い
て

問　
敷
地
内
の
水
路
変
更
申
請
が

あ
っ
た
場
合
、今
後
の
対
応
は
。

答  （
町
長
）申
請
が
出
て
く
れ
ば
慎

重
に
対
応
し
て
い
く
。

問　
町
民
は
、施
設
の
規
模
や
処
理

す
る
種
類
に
よ
る
環
境
被
害
等
を

不
安
に
思
っ
て
い
る
。

　
業
者
に
対
し
て
住
民
説
明
会
の

働
き
か
け
は
。

答  （
町
長
）
大
き
な
問
題
で
あ
る

の
で
、今
後
働
き
か
け
を
し
て
い
く
。

 

指
定
管
理
者
に
つ
い
て

問　
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
メ
リ
ッ
ト

は
、民
間
事
業
者
等
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を

活
用
す
る
こ
と
に
よ
る
住
民
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
や
、競
争
原
理
に
基
づ

く
自
治
体
の
経
費
節
減
効
果
。

　
デ
メ
リ
ッ
ト
は
、自
治
体
の
施
設

運
営
意
識
の
希
薄
化
や
、
経
費
節

減
の
過
剰
な
追
及
に
よ
る
住
民

サ
ー
ビ
ス
の
低
下
、管
理
者
交
代
に

伴
う
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
変
化
等
。

問　
県
内
の
状
況
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
本
町
と

他
２
自
治
体
が
未
実
施
。

　
飯
塚
市
は
約
30
施
設
・
嘉
麻
市

は
約
20
施
設
で
導
入
。

 

住
民
票
等
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付  

 

に
つ
い
て

問　
飯
塚
市
と
嘉
麻
市
の
状
況
は
。

答  （
住
民
課
長
）　
飯
塚
市
は
平

成
28
年
度
・
嘉
麻
市
は
令
和
５
年

１
月
よ
り
実
施
し
、
住
民
票
・
印

鑑
・
戸
籍
等
の
証
明
書
を
発
行
。

問　
本
町
の
今
後
の
取
り
組
み
は
。

答  （
町
長
）　
検
討
す
る
。

 

桂
川
町
誌
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

問　
今
後
の
作
成
計
画
及
び
完
成

年
度
は
。

答  （
町
長
）　
決
定
し
た
事
項
は

何
も
な
い
。

 

駅
舎
等
に
つ
い
て

問　
３
月
議
会
の
行
政
報
告
の
中

で
、Ｊ
Ｒ
の
社
内
規
定
に
お
い
て
、待

合
室
の
設
置
を
す
る
に
は
駅
ホ
ー

ム
幅
が
足
り
な
い
と
の
こ
と
だ
っ
た

が
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
現
在
の

ホ
ー
ム
幅
は
4.8
ⅿ
。ホ
ー
ム
の
中
に

施
設
を
設
置
す
る
に
は
、両
側
の
通

路
幅
を
片
側
1.5
ⅿ
確
保
す
る
必
要

が
あ
る
と
の
社
内
規
定
が
あ
る
た

め
、
待
合
室
等
の
施
設
幅
を
1.8
m
以

内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
以
前
の

待
合
室
の
幅
が
2.3
ｍ
な
の
で
、
こ
れ

よ
り
も
0.5
m
狭
い
待
合
室
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、設
置
が
難
し
い
。

問　
３
月
議
会
の
町
長
の
回
答
で
は
、

来
年
の
3
月
ま
で
に
は
観
光
案
内
図

等
の
取
り
組
み
を
す
る
と
の
こ
と

だ
っ
た
が
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
サ
イ
ン
計

画
と
し
て
桂
川
駅
周
辺
を
は
じ
め
桂

川
町
全
体
を
視
野
に
検
討
し
て
い
る

が
、３
月
末
ま
で
に
は
、わ
か
り
や
す

い
サ
イ
ン
看
板
設
置
の
検
討
を
進
め

て
い
く
。

※
文
字
数
制
限
の
た
め
「
防
災
対
策

等
」「
桂
川
町
地
域
公
共
交
通
会
議
」

に
つ
い
て
は
未
掲
載

 

汚
水
処
理
事
業
に
つ
い
て

問　
桂
川
町
の
汚
水
処
理
の
現
状
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
汚
水
処

理
に
関
し
て
は
、
汲
み
取
り
・
合
併

処
理
浄
化
槽
等
に
て
実
施
し
て
い
る
。

　
水
洗
化
の
普
及
率
は
令
和
３
年

度
で
、47
％
と
な
っ
て
い
る
。

問　
普
及
率
が
50
％
以
下
な
の
で
、

遠
賀
川
上
流
域
の
自
治
体
と
し
て

は
も
っ
と
合
併
処
理
浄
化
槽
を
推

進
す
る
べ
き
で
は
。

答  （
町
長
）　
本
町
の
普
及
率
は

低
い
状
況
に
あ
る
。更
な
る
推
進
の

た
め
に
本
町
独
自
の
施
策
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
。

問　
産
業
振
興
課
で
行
わ
れ
て
い

る
住
宅
改
修
事
業
補
助
金
と
合
併

処
理
浄
化
槽
補
助
金
の
併
用
は
で

き
る
の
か
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
産
業
振

興
課
の
住
宅
改
修
補
助
金
要
綱
第

２
条
で
は
、合
併
処
理
浄
化
槽
の
改

修
・
設
置
に
関
す
る
も
の
は
補
助

事
業
の
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
。

要
望　
生
活
環
境
保
全
及
び
公
衆

衛
生
の
向
上
を
図
る
た
め
に
、老
朽

化
し
た
浄
化
槽
な
ど
の
更
新
や
修

繕
に
対
し
て
補
助
金
制
度
の
創
設

を
要
望
す
る
。

 

空
き
家
対
策
に
つ
い
て

問　
長
年
放
置
さ
れ
、荒
れ
果
て
て
、

ま
っ
た
く
管
理
が
出
来
て
い
な
い
空

き
家
や
、
所
有
者
す
ら
わ
か
ら
な
い

空
き
家
が
あ
る
。

　
隣
近
所
か
ら
苦
情
が
あ
っ
た
場
合
、

ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
て
い
る
の
か
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
固
定
資
産

情
報
等
で
所
有
者
及
び
管
理
者
を

確
認
し
、
文
書
通
知
や
電
話
連
絡

等
で
問
い
合
わ
せ
を
行
い
、
隣
接
者

に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
指
導
等

を
行
っ
て
い
る
。

問　
指
導
し
て
も
強
制
力
は
な
い
た
め
、

な
か
な
か
状
況
が
改
善
し
な
い
。

　
空
き
家
条
例
を
つ
く
り
、
適
切
な
管

理
を
す
る
べ
き
で
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
空
き
家
対

策
に
つ
い
て
は
、
空
き
家
対
策
特
別

措
置
法
に
よ
り
市
町
村
に
は
立
ち

入
り
調
査
・
指
導
・
勧
告
・
命
令

す
る
権
限
等
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
今
年
度
、
空
家
実
態
調
査
を
行

な
っ
て
お
り
、
周
辺
に
迷
惑
を
か
け

る
可
能
性
が
非
常
に
高
い「
特
定
空

家
」な
ど
、
老
朽
化
の
程
度
を
１
件

ず
つ
確
認
し
て
い
る
。

　
法
令
に
基
づ
い
た
空
き
家
の
適

正
管
理
を
指
導
で
き
る
よ
う
進
め

て
い
く
。

 

大
将
陣
公
園
横
に
計
画
さ
れ
て
る

 

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
つ
い
て

問　
近
隣
市
で
は
、ど
の
よ
う
な
産

廃
問
題
が
あ
っ
た
の
か
。

答  （
町
長
）　
飯
塚
市
の
内
住
地

区
で
、
産
業
廃
棄
物
が
埋
め
立
て

ら
れ
汚
水
が
流
れ
出
し
、
流
域
の

健
康
被
害
に
つ
な
が
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
懸
念
か
ら
、
県
も
一
緒

に
な
っ
て
廃
棄
物
を
取
り
除
い
た
。

　
嘉
麻
市
で
は
、
ご
み
を
規
定
以

上
に
積
み
重
ね
、そ
こ
に
火
が
入
り
、

消
し
止
め
る
ま
で
に
時
間
が
か

か
っ
た
。汚
水
が
近
隣
の
川
に
流
れ

出
し
、
流
域
全
体
の
健
康
被
害
が

心
配
さ
れ
た
。

　
「
対
岸
の
火
事
」
で
は
な
く
、
こ

の
よ
う
な
事
案
に
学
び
な
が
ら
取

り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

問　
飯
塚
市
の
６
月
議
会
で
、片
峯

市
長
は
次
の
よ
う
に
回
答
さ
れ
た
。

「
当
該
地
は
、
桂
川
町
に
と
っ
て
ス

ポ
ー
ツ
施
設
に
隣
接
し
て
い
る
所
。

本
市
に
と
っ
て
も
公
園
の
す
ぐ
そ
ば

で
あ
り
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場
を

計
画
し
て
い
る
所
。

　
そ
う
い
う
場
所
な
の
で
、
民
間
の

す
る
こ
と
と
は
言
え
、
非
常
に
ゆ
ゆ

し
い
も
の
だ
」。

　
片
峯
市
長
は
産
廃
施
設
が
で
き

る
こ
と
を「
非
常
に
ゆ
ゆ
し
い
」と
言

わ
れ
て
い
る
。井
上
町
長
の
考
え
は
。

答  （
町
長
）　
片
峯
市
長
と
同
じ
。

問　
産
廃
施
設
の
予
定
地
は
、
桂
川

町
・
飯
塚
市
に
と
っ
て
、
健
康
づ
く

り
の
拠
点
で
あ
り
、
文
化
的
活
動
の

拠
点
。そ
こ
を
大
型
車
が
通
り
、
産

廃
処
理
が
行
わ
れ
る
。

　
片
峯
市
長
は
、

「
当
該
地
は
桂
川
町
。し
か
し
、
隣
接

地
で
あ
る
本
市
も
、
意
見
を
述
べ
る

責
任
と
権
利
が
あ
る
。桂
川
町
と
情

報
共
有
を
図
り
、
特
に
計
画
立
て
の

段
階
で
後
手
に
回
ら
な
い
よ
う
に
今

後
し
っ
か
り
と
対
応
し
た
い
」

と
言
わ
れ
た
。

　
現
在
、
情
報
共
有
を
行
っ
て
い
る

の
か
。

答  （
保
健
環
境
課
長
）　
行
っ
て
い

る
し
、今
後
も
行
っ
て
い
く
。

問　
片
峯
市
長
は
「
計
画
立
て
の
段

階
で
後
手
に
回
ら
な
い
よ
う
に
対
応

し
た
い
」と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
町
長

の
考
え
は
。

答  （
町
長
）　
同
じ
考
え
。私
た
ち

が
知
ら
な
い
う
ち
に
、
計
画
だ
け
が

先
行
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え

る
と
警
戒
し
て
い
る
。

意
見　
議
会
・
行
政
・
町
民
が
一

緒
に
知
恵
を
出
し
、情
報
交
換
し
て

取
り
組
ん
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。一
緒
に
や
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

※
文
字
数
制
限
の
た
め
他
は
未
掲
載
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自
衛
隊
へ
の
情
報
提
供
に
つ
い
て

問　
令
和
５
年
度
、
自
衛
官
募
集
に

該
当
す
る
年
齢
の
人
数
は
。

答  （
住
民
課
長
）
18
歳
は
99
人
、
22

歳
は
1
1
0
人
。

問　
除
外
申
請
の
周
知
と
申
請
方
法

は
。

答  （
住
民
課
長
）
除
外
申
請
の
制
度

は
設
け
て
い
な
い
。

問　
現
在
、
情
報
提
供
は
ど
の
よ
う

に
行
っ
て
い
る
の
か
。

答  （
住
民
課
長
）
住
民
基
本
台
帳
の

一
部（
写
し
）の
閲
覧
に
よ
る
。

問　
防
衛
省
か
ら
紙
や
電
子
媒
体

で
の
、
自
衛
官
募
集
対
象
者
名
簿
提

供
要
求
に
対
し
て
の
町
長
の
見
解
は
。

答  （
町
長
）
従
来
ど
お
り
の
情
報

提
供
を
し
て
い
る
。適
切
な
対
応
と

認
識
し
て
い
る
。

 

社
会
的
弱
者
対
策
に
つ
い
て

問　
地
域
公
共
交
通
会
議
の
審
議

状
況
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
本
年
度

は
書
面
会
議
と
対
面
会
議
を
１
回

ず
つ
行
い
、書
面
会
議
で
は
令
和
５

年
度
地
域
公
共
交
通
会
議
の
予
算
、

対
面
会
議
で
は
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

の
設
問
内
容
に
つ
い
て
審
議
。

問　
社
会
的
弱
者
に
対
し
て
、タ
ク

シ
ー
乗
車
券
の
助
成
を
。

答  （
町
長
）　
６
月
議
会
の
答
弁

と
同
じ
考
え
で
、
地
域
公
共
交
通

会
議
の
中
で
議
論
さ
れ
る
も
の
と

認
識
し
て
い
る
。

問　
桂
川
駅
前
に
A
T
M
の
設
置

を
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
A
T
M

設
置
の
協
議
は
可
能
だ
が
、
町
の

負
担
が
発
生
す
る
こ
と
は
避
け
ら

れ
ず
、特
定
の
銀
行
の
A
T
M
設
置

費
用
を
町
の
財
政
か
ら
支
出
す
る

こ
と
は
現
状
で
は
難
し
い
。

 

大
将
陣
横
の
産
廃
処
理
施
設 

 

建
設
予
定
に
つ
い
て

問　
施
設
の
種
類
は
何
種
類
か
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）
計
画
届
に

よ
る
と
、乾
溜
ガ
ス
化
燃
焼
方
式
焼

却
炉
の
１
種
類
と
な
っ
て
い
る
。

問　
そ
れ
ぞ
れ
の
１
日
当
た
り
専

焼
能
力
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）
資
料
に
よ

る
と
１
日
当
た
り
汚
泥
20
ト
ン
・

廃
油
22
ト
ン
・
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

42
ト
ン
と
あ
る
。

問　
現
在
行
わ
れ
て
い
る
環
境
調

査
と
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
本
年
２

月
に
冬
季
の
大
気
質
調
査
、
５
月

に
騒
音
・
振
動
・
交
通
量
調
査
を

実
施
、
７
月
末
に
夏
季
の
大
気
質

調
査
及
び
悪
臭
の
調
査
が
実
施
さ

れ
た
。

 

教
育
環
境
の
改
善
・
充
実
に
つ
い
て

問　
各
学
校
体
育
館
に
エ
ア
コ
ン

の
設
置
を
。

答  （
学
校
教
育
課
長
）　
夏
場
の

学
校
体
育
館
に
お
け
る
活
動
に
お

い
て
は
、
熱
中
症
対
策
を
行
い
な
が

ら
授
業
を
実
施
し
て
い
る
た
め
、今

の
と
こ
ろ
、
体
育
館
に
ま
で
エ
ア
コ

ン
を
設
置
す
る
状
況
に
は
な
い
。

問　
中
学
校
給
食
時
間
の
改
善
を
。

答  （
学
校
教
育
課
長
）　
各
学
校

に
お
い
て
実
態
に
応
じ
た
時
間
設

定
を
行
う
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

 

大
将
陣
横
の
産
業
廃
棄
物
施
設 

 

の
建
設
計
画 

に
つ
い
て

問　
敷
地
内
の
水
路
変
更
申
請
が

あ
っ
た
場
合
、今
後
の
対
応
は
。

答  （
町
長
）申
請
が
出
て
く
れ
ば
慎

重
に
対
応
し
て
い
く
。

問　
町
民
は
、施
設
の
規
模
や
処
理

す
る
種
類
に
よ
る
環
境
被
害
等
を

不
安
に
思
っ
て
い
る
。

　
業
者
に
対
し
て
住
民
説
明
会
の

働
き
か
け
は
。

答  （
町
長
）
大
き
な
問
題
で
あ
る

の
で
、今
後
働
き
か
け
を
し
て
い
く
。

 

指
定
管
理
者
に
つ
い
て

問　
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
メ
リ
ッ
ト

は
、民
間
事
業
者
等
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を

活
用
す
る
こ
と
に
よ
る
住
民
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
や
、競
争
原
理
に
基
づ

く
自
治
体
の
経
費
節
減
効
果
。

　
デ
メ
リ
ッ
ト
は
、自
治
体
の
施
設

運
営
意
識
の
希
薄
化
や
、
経
費
節

減
の
過
剰
な
追
及
に
よ
る
住
民

サ
ー
ビ
ス
の
低
下
、管
理
者
交
代
に

伴
う
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
変
化
等
。

問　
県
内
の
状
況
は
。

答  （
企
画
財
政
課
長
）　
本
町
と

他
２
自
治
体
が
未
実
施
。

　
飯
塚
市
は
約
30
施
設
・
嘉
麻
市

は
約
20
施
設
で
導
入
。

 

住
民
票
等
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付  

 

に
つ
い
て

問　
飯
塚
市
と
嘉
麻
市
の
状
況
は
。

答  （
住
民
課
長
）　
飯
塚
市
は
平

成
28
年
度
・
嘉
麻
市
は
令
和
５
年

１
月
よ
り
実
施
し
、
住
民
票
・
印

鑑
・
戸
籍
等
の
証
明
書
を
発
行
。

問　
本
町
の
今
後
の
取
り
組
み
は
。

答  （
町
長
）　
検
討
す
る
。

 

桂
川
町
誌
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

問　
今
後
の
作
成
計
画
及
び
完
成

年
度
は
。

答  （
町
長
）　
決
定
し
た
事
項
は

何
も
な
い
。

 

駅
舎
等
に
つ
い
て

問　
３
月
議
会
の
行
政
報
告
の
中

で
、Ｊ
Ｒ
の
社
内
規
定
に
お
い
て
、待

合
室
の
設
置
を
す
る
に
は
駅
ホ
ー

ム
幅
が
足
り
な
い
と
の
こ
と
だ
っ
た

が
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
現
在
の

ホ
ー
ム
幅
は
4.8
ⅿ
。ホ
ー
ム
の
中
に

施
設
を
設
置
す
る
に
は
、両
側
の
通

路
幅
を
片
側
1.5
ⅿ
確
保
す
る
必
要

が
あ
る
と
の
社
内
規
定
が
あ
る
た

め
、
待
合
室
等
の
施
設
幅
を
1.8
m
以

内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
以
前
の

待
合
室
の
幅
が
2.3
ｍ
な
の
で
、
こ
れ

よ
り
も
0.5
m
狭
い
待
合
室
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、設
置
が
難
し
い
。

問　
３
月
議
会
の
町
長
の
回
答
で
は
、

来
年
の
3
月
ま
で
に
は
観
光
案
内
図

等
の
取
り
組
み
を
す
る
と
の
こ
と

だ
っ
た
が
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
サ
イ
ン
計

画
と
し
て
桂
川
駅
周
辺
を
は
じ
め
桂

川
町
全
体
を
視
野
に
検
討
し
て
い
る

が
、３
月
末
ま
で
に
は
、わ
か
り
や
す

い
サ
イ
ン
看
板
設
置
の
検
討
を
進
め

て
い
く
。

※
文
字
数
制
限
の
た
め
「
防
災
対
策

等
」「
桂
川
町
地
域
公
共
交
通
会
議
」

に
つ
い
て
は
未
掲
載

 

汚
水
処
理
事
業
に
つ
い
て

問　
桂
川
町
の
汚
水
処
理
の
現
状
は
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
汚
水
処

理
に
関
し
て
は
、
汲
み
取
り
・
合
併

処
理
浄
化
槽
等
に
て
実
施
し
て
い
る
。

　
水
洗
化
の
普
及
率
は
令
和
３
年

度
で
、47
％
と
な
っ
て
い
る
。

問　
普
及
率
が
50
％
以
下
な
の
で
、

遠
賀
川
上
流
域
の
自
治
体
と
し
て

は
も
っ
と
合
併
処
理
浄
化
槽
を
推

進
す
る
べ
き
で
は
。

答  （
町
長
）　
本
町
の
普
及
率
は

低
い
状
況
に
あ
る
。更
な
る
推
進
の

た
め
に
本
町
独
自
の
施
策
に
つ
い
て

検
討
し
た
い
。

問　
産
業
振
興
課
で
行
わ
れ
て
い

る
住
宅
改
修
事
業
補
助
金
と
合
併

処
理
浄
化
槽
補
助
金
の
併
用
は
で

き
る
の
か
。

答  （
保
険
環
境
課
長
）　
産
業
振

興
課
の
住
宅
改
修
補
助
金
要
綱
第

２
条
で
は
、合
併
処
理
浄
化
槽
の
改

修
・
設
置
に
関
す
る
も
の
は
補
助

事
業
の
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
。

要
望　
生
活
環
境
保
全
及
び
公
衆

衛
生
の
向
上
を
図
る
た
め
に
、老
朽

化
し
た
浄
化
槽
な
ど
の
更
新
や
修

繕
に
対
し
て
補
助
金
制
度
の
創
設

を
要
望
す
る
。

 

空
き
家
対
策
に
つ
い
て

問　
長
年
放
置
さ
れ
、荒
れ
果
て
て
、

ま
っ
た
く
管
理
が
出
来
て
い
な
い
空

き
家
や
、
所
有
者
す
ら
わ
か
ら
な
い

空
き
家
が
あ
る
。

　
隣
近
所
か
ら
苦
情
が
あ
っ
た
場
合
、

ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
て
い
る
の
か
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
固
定
資
産

情
報
等
で
所
有
者
及
び
管
理
者
を

確
認
し
、
文
書
通
知
や
電
話
連
絡

等
で
問
い
合
わ
せ
を
行
い
、
隣
接
者

に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
指
導
等

を
行
っ
て
い
る
。

問　
指
導
し
て
も
強
制
力
は
な
い
た
め
、

な
か
な
か
状
況
が
改
善
し
な
い
。

　
空
き
家
条
例
を
つ
く
り
、
適
切
な
管

理
を
す
る
べ
き
で
は
。

答  （
建
設
事
業
課
長
）　
空
き
家
対

策
に
つ
い
て
は
、
空
き
家
対
策
特
別

措
置
法
に
よ
り
市
町
村
に
は
立
ち

入
り
調
査
・
指
導
・
勧
告
・
命
令

す
る
権
限
等
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
今
年
度
、
空
家
実
態
調
査
を
行

な
っ
て
お
り
、
周
辺
に
迷
惑
を
か
け

る
可
能
性
が
非
常
に
高
い「
特
定
空

家
」な
ど
、
老
朽
化
の
程
度
を
１
件

ず
つ
確
認
し
て
い
る
。

　
法
令
に
基
づ
い
た
空
き
家
の
適

正
管
理
を
指
導
で
き
る
よ
う
進
め

て
い
く
。

 

大
将
陣
公
園
横
に
計
画
さ
れ
て
る

 

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
つ
い
て

問　
近
隣
市
で
は
、ど
の
よ
う
な
産

廃
問
題
が
あ
っ
た
の
か
。

答  （
町
長
）　
飯
塚
市
の
内
住
地

区
で
、
産
業
廃
棄
物
が
埋
め
立
て

ら
れ
汚
水
が
流
れ
出
し
、
流
域
の

健
康
被
害
に
つ
な
が
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
懸
念
か
ら
、
県
も
一
緒

に
な
っ
て
廃
棄
物
を
取
り
除
い
た
。

　
嘉
麻
市
で
は
、
ご
み
を
規
定
以

上
に
積
み
重
ね
、そ
こ
に
火
が
入
り
、

消
し
止
め
る
ま
で
に
時
間
が
か

か
っ
た
。汚
水
が
近
隣
の
川
に
流
れ

出
し
、
流
域
全
体
の
健
康
被
害
が

心
配
さ
れ
た
。

　
「
対
岸
の
火
事
」
で
は
な
く
、
こ

の
よ
う
な
事
案
に
学
び
な
が
ら
取

り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

問　
飯
塚
市
の
６
月
議
会
で
、片
峯

市
長
は
次
の
よ
う
に
回
答
さ
れ
た
。

「
当
該
地
は
、
桂
川
町
に
と
っ
て
ス

ポ
ー
ツ
施
設
に
隣
接
し
て
い
る
所
。

本
市
に
と
っ
て
も
公
園
の
す
ぐ
そ
ば

で
あ
り
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場
を

計
画
し
て
い
る
所
。

　
そ
う
い
う
場
所
な
の
で
、
民
間
の

す
る
こ
と
と
は
言
え
、
非
常
に
ゆ
ゆ

し
い
も
の
だ
」。

　
片
峯
市
長
は
産
廃
施
設
が
で
き

る
こ
と
を「
非
常
に
ゆ
ゆ
し
い
」と
言

わ
れ
て
い
る
。井
上
町
長
の
考
え
は
。

答  （
町
長
）　
片
峯
市
長
と
同
じ
。

問　
産
廃
施
設
の
予
定
地
は
、
桂
川

町
・
飯
塚
市
に
と
っ
て
、
健
康
づ
く

り
の
拠
点
で
あ
り
、
文
化
的
活
動
の

拠
点
。そ
こ
を
大
型
車
が
通
り
、
産

廃
処
理
が
行
わ
れ
る
。

　
片
峯
市
長
は
、

「
当
該
地
は
桂
川
町
。し
か
し
、
隣
接

地
で
あ
る
本
市
も
、
意
見
を
述
べ
る

責
任
と
権
利
が
あ
る
。桂
川
町
と
情

報
共
有
を
図
り
、
特
に
計
画
立
て
の

段
階
で
後
手
に
回
ら
な
い
よ
う
に
今

後
し
っ
か
り
と
対
応
し
た
い
」

と
言
わ
れ
た
。

　
現
在
、
情
報
共
有
を
行
っ
て
い
る

の
か
。

答  （
保
健
環
境
課
長
）　
行
っ
て
い

る
し
、今
後
も
行
っ
て
い
く
。

問　
片
峯
市
長
は
「
計
画
立
て
の
段

階
で
後
手
に
回
ら
な
い
よ
う
に
対
応

し
た
い
」と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
町
長

の
考
え
は
。

答  （
町
長
）　
同
じ
考
え
。私
た
ち

が
知
ら
な
い
う
ち
に
、
計
画
だ
け
が

先
行
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え

る
と
警
戒
し
て
い
る
。

意
見　
議
会
・
行
政
・
町
民
が
一

緒
に
知
恵
を
出
し
、情
報
交
換
し
て

取
り
組
ん
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。一
緒
に
や
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

※
文
字
数
制
限
の
た
め
他
は
未
掲
載
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【議　　案】

【追加議案】

審議結果件　　　名

諮 問 第 ２ 号

承認第 11 号

議案第 31 号

議案第 32 号

議案第 33 号

議案第 34 号

議案第 35 号

議案第 36 号

議案第 37 号

議案第 38 号

認 定 第 １ 号

認 定 第 ２ 号

認 定 第 ３ 号

認 定 第 ４ 号

認 定 第 ５ 号

認 定 第 ６ 号

報 告 第 ２ 号

報 告 第 ３ 号

報 告 第 ４ 号

議案第 39 号

人権擁護委員候補者の推薦について

令和５年度桂川町一般会計補正予算（専決第２号）について

損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解について

財産の処分について

桂川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例及び桂川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例の制定について

令和５年度桂川町一般会計補正予算（第３号）について

令和５年度桂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）について

令和５年度桂川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について

令和５年度桂川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について

令和５年度桂川町水道事業会計補正予算（第２号）について

令和４年度桂川町一般会計歳入歳出決算の認定について

令和４年度桂川町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について

令和４年度桂川町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について

令和４年度桂川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

令和４年度桂川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

令和４年度桂川町水道事業会計決算の認定について

令和４年度桂川町継続費精算報告書について

健全化判断比率の報告について

資金不足比率の報告について

財産の処分について

【同意】全員賛成

【可決】全員賛成

【可決】全員賛成

【可決】全員賛成

【可決】全員賛成

【可決】賛成多数

【可決】全員賛成

【可決】全員賛成

【可決】全員賛成

【可決】全員賛成

【可決】賛成多数

【可決】全員賛成

【可決】全員賛成

【可決】賛成多数

【可決】全員賛成

【可決】全員賛成

―

―

―

【可決】賛成多数


